
新入学児童の保護者様へ

学校給食費に関する大切なお知らせ

登別市の学校給食費は、市が一括して徴収・管理することとなっており、市内小中学校に通学さ

れているお子様がいる保護者様には口座振替を推奨しています。

【ご利用可能な金融機関について】

口座振替は、市が指定した金融機関であれば、登別市内・市外を問わず、いずれの店舗の口座でも

指定することができます。

また、口座を１度ご指定いただくと、原則、お子様が登別市立の小・中学校に在籍しているあいだ

は、継続して学校給食費の支払い用としてご利用いただくことができます（お子様が小学生の場合、

中学校進学時に改めて手続きを行う必要はありません）。

※ 登録できる口座は、１世帯１口座の登録となっており、お子様が複数名いらっしゃる場合、そ

れぞれの口座（複数の口座）登録はできません。

また、すでにごきょうだいが市内小中学校に入学し、口座振替の手続きを行っている場合は、

口座振替依頼書の提出は必要ありません。

１ 口座振替依頼書は市内にある金融機関の窓口へ提出してください

口座振替ができる金融機関（順不同）

・北海道銀行 ・北洋銀行 ・室蘭信用金庫 ・伊達信用金庫 ・北海道労働金庫

・ゆうちょ銀行 ・伊達市農業協同組合 ・いぶり中央漁業協同組合

※ 記載方法については別紙【記載例】を参照にしてください。

２ 口座振替は下記の期日までに必ずご提出ください

口座振替依頼書が提出されてから、口座振替が開始されるまで、金融機関での手続きやデータ化

作業のため１～２か月の期間が必要となりますので、誠に恐縮ですが、下記の期限までに金融機関

にご提出くださいますようお願いします。

なお、下記期限以降も提出は可能ですが、第１期の口座振替（５月末日）までに間に合わない

場合がありますのでご注意ください。

口座振替依頼書提出期限 令和６年２月２９日（木）



３ 学校給食費について

保護者の皆様には、学校給食法第11条第２項の規定により、学校給食の実施に必要な経費のう

ち、「食材料費」を負担していただきます。

市は、施設・設備に要する経費、光熱水費などを負担します。口座振替の場合、手数料は市が負

担します。

ご負担いただく学校給食費の１食あたりの単価は、令和５年度時点で小学校２９２円、中学校

３５２円となっております。

学校給食費の額は、１食単価に年間喫食予定回数を乗じて計算します。

令和６年度登別市学校給食費納付額一覧表（予定）

※ 納期限が土・日・祝祭日の場合は翌営業日となります。

※ 学校給食費は総支払額を年１０期に分割してお支払いいただきます。

それぞれの月に食した分の学校給食費を納めていただくわけではありません。

※ 学年等によって年間食数が異なりますので、各学校の年間計画に基づく食数調整等によって、

学年毎に給食の有無が異なることがあります。

※ 何らかの事情により支払い義務者（保護者）が変更となる場合、または変更したい場合につき

ましては、学校給食センターへご連絡ください。

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期

納期限 ５月末日 ６月末日 ７月末日 ８月末日 ９月末日

納付額

小学校１・６年 ５，４００円 ５，４００円 ５，４００円 ５，４００円 ５，４００円

小学校２～５年 ５，４００円 ５，４００円 ５，４００円 ５，４００円 ５，４００円

小学校特別支援 ５，４００円 ５，４００円 ５，４００円 ５，４００円 ５，４００円

中学校１・２年 ６，５００円 ６，５００円 ６，５００円 ６，５００円 ６，５００円

中学校３年 ６，５００円 ６，５００円 ６，５００円 ６，５００円 ６，５００円

第６期 第７期 第８期 第９期 第１０期

納期限 １０月末日 １１月末日 １２月末日 １月末日 ２月末日

納付額

小学校１・６年 ５，４００円 ５，４００円 ５，４００円 ５，４００円 ４，８３６円

小学校２～５年 ５，４００円 ５，４００円 ５，４００円 ５，４００円 ５，４００円

小学校特別支援 ５，４００円 ５，４００円 ５，４００円 ５，４００円 ４，２５２円

中学校１・２年 ６，５００円 ６，５００円 ６，５００円 ６，５００円 ６，５４０円

中学校３年 ６，５００円 ６，５００円 ６，５００円 ６，５００円 ３，８０４円



４ 学校給食費等に関するＱ＆Ａ

Ｑ１ 学校給食費に関するお知らせは届きますか？

Ａ１ 学校を通じて（賦課）決定通知書をお配りする予定です。

（賦課）決定通知書には納付金額や納期限が記載されていますので、ご確認ください。

Ｑ２ 残高不足等により口座振替ができなかったらどうなりますか？

Ａ２ 市税務グループより納付書を送付しますので、金融機関の窓口等で納付してください。

次の口座振替日に未払分を合算して口座振替することはできませんのでご注意ください。

※ 入金を忘れて口座振替が不能とならないよう、給与振込口座など、日ごろから資金決済

に使用している口座の指定が便利で確実です。

Ｑ３ 口座振替依頼書を提出しないとどうなりますか？

Ａ３ 納付書を送付しますので、金融機関窓口等で納付していただくこととなります。

なお、学校給食費の還付が発生した際、スムーズに還付手続きが行えることからも、口

座振替を推奨しています。

Ｑ４ 生活保護費（または就学援助費）により学校給食費を納付していますが、口座振替の手

続きは必要ですか？

Ａ４ 生活保護（または就学援助）の制度を利用しなくなった際、速やかに指定した口座から

学校給食費の口座振替が可能となりますので、手続きをお願いします。

なお、児童手当からの天引きをご希望される場合は、こども家庭グループ

（電話：０１４３－５７－１０７８）にお問い合わせください。

Ｑ５ 学校給食費を滞納した場合はどうなりますか？

Ａ５ 口座振替できなかった場合は、市税務グループを通じて納付書を送付しますが、学校給

食費の納付がない場合や、市からの連絡に応じていただけない場合は、市が裁判所に支払

督促等の申し立てを行うなど、法的措置を含めて厳正に対処させていただきます。



【記載例】

※ 口座振替依頼書は３枚複写になっております。ボールペン（消せるボールペン不可）等で

強めに記入してください。
新規に丸を付けてくだ

さい。

提出日をご記入くださ

い。

すでに登録済みのご兄

弟については記載不要

です。

（組は記載不要です）

住所・口座名義人・電話

番号を正確に記入し、金

融機関のお届け印を鮮

明に押印してください。

ゆうちょ銀行以外の金

融機関の場合は、金融機

関名・支店名・預金種

目・口座番号をご記入き

ださい。。

ゆうちょ銀行の場合は、

記号・番号をご記入くだ

さい。

お問い合わせ先

登別市学校給食センター

０１４３－８５－２７２３

登別市千歳町３丁目１番地３


